
資料１ 

 

保育短時間認定における就労時間に係る下限の設定について 

 

１ 保育の必要性の認定について 

 

 子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、保育

の必要性を認定した上で給付を支給する仕組みとなる。（子ども・子育て支援法 19条等） 

認定区分 給付の内容 

利用定員を設定し、

給付を受けることと

なる施設・事業 

満３歳以上の就学前の子どもであって、２号認

定子ども以外のもの  （１号認定子ども） 
教育標準時間 

幼稚園 

認定こども園 

満３歳以上の就学前の子どもであって、保護者

の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由

により家庭において必要な保育を受けることが

困難であるもの    （２号認定子ども） 

保育標準時間 

保育短時間 

保育所 

認定こども園 

満３歳未満の就学前の子どもであって、保護者

の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由

により家庭において必要な保育を受けることが

困難であるもの    （３号認定子ども） 

保育標準時間 

保育短時間 

保育所 

認定こども園 

小規模保育等 

 

保育の必要性の認定に当たっては、国は以下の３点について、認定基準を策定。 

①「事由」：保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由 

②「区分」：標準時間認定又は短時間認定の区分（保育必要量） 

③「優先利用」：ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースの子ども等 

 

○「保育標準時間）」 

両親ともフルタイムで就労する場合又はそれに近い場合を想定。 

就労時間の下限は、１週当たり３０時間程度とすることを基本とされた。 

○「保育短時間」 

両親の両方又はいずれかがパートタイムで就労する場合を想定。 

就労時間の下限は、現行制度における実態を踏まえ、１ヶ月当たり４８時間以上６４

時間以下の範囲で、市町村が地域の就労実態等を考慮して定める時間とすることを

基本とされた。 

 

この２つの区分の下、必要性の認定を受けた上で、それぞれの家庭の就労実態等に

応じて、その範囲の中で利用することが可能な最大限の枠として保育必要量を設定。 



 

 

 

 

 

当市においても「保育短時間」における就労時間の下限を設定する必要がある。 

 

２ 当市の現状 

 

 現在、当市では保育所の入所受付の際、就労時間１日４時間以上、就労日数月１５日以

上就労している場合を、保育に欠ける要件としている 

  また、これまで週３日就労している場合についても、週の半分は就労していることから

保育に欠けるものとしてきた。 

 

 昨年度実施したニーズ調査では、母親の就労日数については、週５、６日の割合が大半

を占めるものの、週３日も少ないながらあり、週１，２日比べれば多い数字となっている。

就労時間については、１日４時間以上の人が大半を占める結果が出ている。（調査結果の

内容を抜粋したものは次ページ） 

 

３ 対応方針（案） 

 

 当市の現状を踏まえ、新制度においては１日４時間、週３日を根拠とし、４週で換算し

て「保育短時間」における就労時間の下限を１か月４８時間程度とする。 

  （１日４時間×週３日×４週＝４８時間） 

   

 

 

 

  



 

※ニーズ調査報告書より抜粋 

 

問 12(1)-1 母親の就労日数・就労時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考 保育の必要性の認定に係る「事由」について 
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